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建築基準法施行令の一部改正に関する意見

標記については、構造委員会の承認を得て、鉄筋コンクリート構造運営委員会の責任において下記

の意見・要望を提出いたします。

記

意見１：

(1) 第 82条の六　（限界耐力計算）について

「限界耐力計算」の方法は、告示で示されるとしているが、現在の建築工学の水準からみて、いず

れの建築物にも適用できる方法を示すことは不可能であり、適正な運用を図るためには、構造的に

明快な建築物に限定すべきである。不適切な運用は、当該建築物の安全性を損なうのみならず、建

築工学の健全な発展を阻害する恐れがある。

(2) 各階の水平方向に作用する力ｐdiおよびｐsiについて

ｐdiおよびｐsiの算出のための最大加速度値 160galおよび 800galは、現行の許容応力度等計算（第

88条）における標準せん断力係数 Coの値（0.2および 1）とどのように整合するのかが明らかでな

い。

意見２：

（１）建設大臣の定める構造計算

  第７７条から第７８条において、共通ですが、現行「構造計算又は実験によって」→改正案「建

設大臣の定める構造計算」となっています。

  建設大臣の定める構造計算の内容が現時点では不明ですが、実験による確認が削除されています。

実験内容については規定しにくいのかもしれませんが、構造耐力上安全であることを確認する方法

をすべて構造計算によることができるのか疑問です。  従来、計算とともに規定されていた実験を



削除する理由は何か知りたいと思います。

（２）層間変位

  第８２条の６からの限界耐力計算において、層間変位が

・変形制限                   ←最大変位

・振動性状、等価周期を推定   ←代表変位

・終局限界                   ←最大変位

に使われています。

  偏心のある建物も対象とする場合、層間変位を定義する建物の位置をきめておいた方がよいと思

います。

（３）建設大臣の定める方法、数値

  限界耐力計算に用いられる数値、F が２１を超えたコンクリートの許容応力度や材料強度等は、

建設大臣が定めるものとしています。現時点では具体的な告示の内容がわかりません。

意見３：建築基準法施行令(原案)に対する意見

（１） 第８１条の二(超高層建築物の特例)

 「…建築物の各部分に生ずる力及び変形を連続的に把握することにより…」における「連続的」と

いう用語は具体的には「時刻歴地震応答解析で」というような意味なのしょうか。法律用語にある

のでしょうか。必ずしも技術的な意味が明快でないので、政令としてよりよい表現に変更すべきか

と思います。

（２） 第８２条の六(限界耐力計算)の三

 「第 82条の六の三」で定義される「損傷限界耐力」は、各階の短期許容応力度限に相当する水平力

と解釈され、設計によっては想定される水平力に対する各階の短期許容応力度限余裕度は一様でな

く著しくばらつくこともあり得る。その場合、「損傷限界耐力」は限界耐力計算において「第 82 条

の六の三のハ」で計算される「損傷限界耐力に対応する各階の作用水平力」と分布形が著しくこと

なり、余裕度の大きい一部の階で過大となり、損傷限界耐力時の層間変位等の算定に矛盾が生じる

可能性があると考えられます。

 

 損傷限界耐力の具体的な算定方法は、別途「技術基準(告示)」等で規定されて、そのような損傷限界

耐力を決定する際の矛盾点は解消されるのかもしれませんが、施行令の段階でもこの矛盾点は解消

されていた方がよいと考えます。

 

 例えば原案の「損傷限界耐力」の定義の表現に言葉を加えて「損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐



力上主要な部分の断面に生じる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に

最も早期に達する場合の各階の水平力に対する耐力をいう)」とする等が必要ではないでしょうか。

（３）第８２条の六(限界耐力計算)の三

 「第 82条の六(限界耐力計算)の三」の 6行目の「層間変位が二百分の一」は「層間変形角が二百分

の一」とすべきではないでしょうか。

意見４：

（１） ７４条のコンクリートの強度が従来通りで小さすぎる。

（２） 用語に関して、安全限界変位は定義されているが、安全限界耐力の用語も必要、などの意見

はあったものの、PCに関する条文が無いので、PCに関する告示がでないと何とも言えない、

といった状況です。

　


